
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

 

第三章 地域公共交通計画の作成及び実施 

第一節 地域公共交通計画の作成 

（地域公共交通計画） 

第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、

市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区

域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービ

スの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する

ための計画（以下「地域公共交通計画」という。）を作成するよう努めなければ

ならない。 

２ 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化

及び再生の推進に関する基本的な方針 

二 地域公共交通計画の区域 

三 地域公共交通計画の目標 

四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

五 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項 

六 計画期間 

七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体

が必要と認める事項 

３ 地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

を定めるよう努めるものとする。 

一 第三十七条の規定による資金の確保に関する事項 

二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事

項 

三 観光の振興に関する施策との連携に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に

際し配慮すべき事項 

 

参考（一部抜粋）  
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４ 第二項第三号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数

及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるもの

とする。 

５ 第二項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定める

ことができる。 

６ 地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十

八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関

する法律（平成十年法律第九十二号）第九条の中心市街地の活性化に関する施

策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の

二の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第二十五条の移動等円滑化に係

る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想との調和が保たれたも

のでなければならない。 

７ 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講じなければならない。 

８ 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、

共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請すること

ができる。 

９ 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関す

る状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持

続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要が

あると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。 

１０ 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定め

ようとする第二項第四号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織さ

れている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場

合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交

通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員

会と協議をしなければならない。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=343AC0000000100_20200907_502AC0000000043
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC0000000092_20201127_502AC0000000036#Mp
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC0000000092_20201127_502AC0000000036#Mp
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC0000000092_20201127_502AC0000000036#Mp
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC0000000092_20201127_502AC0000000036#Mp-At_9
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042#Mp-At_24_2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042#Mp-At_24_2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000091_20201201_502AC0000000042#Mp-At_25


１１ 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公

表するとともに、主務大臣、都道府県（当該地域公共交通計画を作成した都道

府県を除く。）並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その

他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安

委員会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。 

１２ 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受け

たときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町

村に対し、必要な助言をすることができる。 

１３ 第七項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第六条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画

の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下この章において「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体 

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画

に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 

三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方

公共団体が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を

行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知

に係る協議に応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結

果を尊重しなければならない。 

６ 主務大臣及び都道府県（第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。）

は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求め

に応じて、必要な助言をすることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 



（地域公共交通計画の作成等の提案） 

第七条 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変

更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即し

て、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなけれ

ばならない。 

一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めよ

うとする事業を実施しようとする者 

二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交

通計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければなら

ない。この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととす

るときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（地域公共交通計画の評価等） 

第七条の二 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年

度、当該地域公共交通計画の区域における地域旅客運送サービスの持続可能な

提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況

についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認め

るときは、地域公共交通計画を変更するものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その

結果を主務大臣に送付しなければならない。 

３ 主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項につ

いて、地方公共団体に対し、助言をすることができる。 

 


